
発行人／青森保健生活協同組合〔国民の生存権、国の社会保障的義務〕

日本国憲法第25条
　すべて国民は、健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を有する。国は、す
べての生活部面について、社会福祉、社
会保障及び公衆衛生の向上及び増進に
努めなければならない。

あおもり協立病院
協立クリニック
生協さくら病院
中部クリニック
安方クリニック
つつみ

☎762-5500
☎762-5511
☎738-2101
☎777-6206
☎732-3955
☎743-3081◎定　価　一部30円

◎組合員の購読料は出資金に含まれます。

発 行 責 任 者  宮 本 達 也
〒030 - 0847  青森市東大野2-9 -2  
☎017-729-3274 FAX017-729-3560

http://www.aomori-h-coop.com/
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